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上尾市教育委員会７月定例会 議案 



 

 

 

議   案   名  

 

議案第３６号  上尾市立学校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部

を改正する条例の制定に係る意見の申出について  ------- １  

 

議案第３７号  上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問題

調査委員会条例の制定に係る意見の申出について  ------- ２  

 

 

 



 

１ 

議案第３６号  

上尾市立学校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部を改正する条例

の制定に係る意見の申出について  

上尾市立学校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部を改正する条例を次

のように定めることについて、市長に意見を申し出る。  

平成２６年７月３１日提出  

上尾市教育委員会教育長   岡  野  栄  二  

上尾市立学校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部を改正する条例  

（上尾市立学校設置条例の一部改正）  

第１条  上尾市立学校設置条例（昭和３９年上尾市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  

第２条第２号の表１５の項中「上尾市大字久保１８０番地」を「上尾

市上平中央一丁目８番地１」に改める。  

（上尾市立公民館条例の一部改正）  

第２条  上尾市立公民館条例（昭和６０年上尾市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。  

別表第１中「上尾市大字南７５番地１」を「上尾市上平中央三丁目３

１番地５」に改める。  

附  則  

この条例は、平成２６年１１月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上平第三特定土地区画整理事業の換地処分により、区画整理地内に設置

される公の施設の所在地が変更となるため、上尾市立学校設置条例及び上

尾市立公民館条例の一部を改正することについて、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づ

き、市長に意見を申し出たいので、この案を提出する。  



 

２ 

議案第３７号  

上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問題調査委員会条

例の制定に係る意見の申出について  

上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問題調査委員会条例を

次のように定めることについて、市長に意見を申し出る。  

平成２６年７月３１日提出  

上尾市教育委員会教育長   岡  野  栄  二  

上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問題調査委員会条

例  

目次   

第１章  上尾市いじめ問題対策連絡協議会（第１条―第８条）   

第２章  上尾市いじめ問題調査委員会（第９条―第１７条）   

附則   

第１章  上尾市いじめ問題対策連絡協議会   

（設置）  

第１条  いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」と

いう。）第１４条第１項の規定に基づき、上尾市いじめ問題対策連絡協

議会（以下「協議会」という。）を置く。  

 （所掌事務）  

第２条  協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。  

(1) いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること。  

(2) 上尾市におけるいじめ問題の現状把握、分析等に関すること。  

(3) 上尾市いじめの防止等のための基本的な方針の点検に関すること。  

(4) その他いじめ問題の解決に必要な事項に関すること。  

（組織）  

第３条  協議会は、会長及び委員２０人以内をもって組織する。  

２  会長は、学校教育部長をもって充てる。  

３  委員は、関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから教育

委員会が委嘱し、又は任命する。  

（任期）  

第４条  委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補



 

３ 

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

（会長）  

第５条  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

２  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を

代理する。  

（会議）  

第６条  協議会は、会長が招集し、その議長となる。  

２  協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

 （庶務）  

第７条  協議会の庶務は、上尾市教育委員会学校教育部において処理する。  

（委任）  

第８条  この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

教育委員会規則で定める。  

第２章  上尾市いじめ問題調査委員会   

（設置）  

第９条  法第２８条第１項の規定に基づき、上尾市いじめ問題調査委員会

（以下「調査委員会」という。）を置く。  

 （所掌事務）  

第１０条  調査委員会は、法第２８条第１項に規定する重大事態について、

学校における調査が困難な場合の調査を行うものとする。  

（組織）  

第１１条  調査委員会は、委員５人以内をもって組織する。  

２  調査委員会に、特別な事項を調査させるため必要があるときは、臨時委

員を置くことができる。  

（委嘱）  

第１２条  委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）は、次に掲げる者

のうちから、上尾市教育委員会が委嘱する。  

 (1 ) 弁護士  



 

４ 

 (2 ) 医師（精神保健に関して学識経験を有する者）  

 (3 ) 識見を有する者  

 (4 ) 心理、福祉等に関する専門的知識を有する者  

 (5 ) その他教育委員会が必要と認める者  

（任期）  

第１３条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

３  臨時委員は、第１１条第２項に規定する特別の事項に関する調査が終了

したときは、解嘱されるものとする。  

（委員長）  

第１４条  調査委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２  委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。  

３  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務

を代理する。  

（会議）  

第１５条  調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  調査委員会の会議は、委員等の過半数が出席しなければ開くことがで

きない。  

 （庶務）  

第１６条  調査委員会の庶務は、上尾市教育委員会学校教育部において処

理する。  

（委任）  

第１７条  この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事

項は、教育委員会規則で定める。  

附  則    

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。   

 （委員の任期の特例）  

２  この条例の施行の日以後最初に任命され、又は委嘱される委員の任期は、



 

５ 

第４条に規定する委員については平成２７年３月３１日までとし、第１３

条に規定する委員については平成２８年３月３１日までとする。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

３  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第２６号及び第２７号を次のように改める。  

   (26) いじめ問題対策連絡協議会委員  

   (27) いじめ問題調査委員会委員  

  別表第１中２６及び２７の項を次のように改める。  
２６  いじめ問題対策連絡協議会委員  

 会長  
 委員  

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

２７  いじめ問題調査委員会  
委員長  
委員  

 

日額  １６，０００円  

日額  １５，０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

いじめ防止対策推進法及び上尾市いじめの防止等のための基本的な方

針の規定により、上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問

題調査委員会を附属機関として設置すること、附属機関を構成する委員

の報酬を定めることについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長に意見

を申し出たいので、この案を提出する。  


